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(57)【要約】
　【課題】経鼻内視鏡や栄養カテーテル等の医療器具を
経鼻的に消化器官に導入する際に用いる保護具の商品性
をより一層向上させる。
　【解決手段】保護具１は、外鼻孔１００に挿入された
状態で保持される管状部３を備えている。管状部３の断
面形状は、四角形状とされている。外鼻孔１００に挿入
された管状部３に経鼻内視鏡Ａを差し入れ、この経鼻内
視鏡Ａを、鼻腔１０１を介して消化器官Ｂに導入する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療器具を経鼻的に消化器官へ導入する際に用いられる保護具において、
　外鼻孔に挿入された状態で保持される管状部を備え、
　上記管状部の断面形状は、四角形状とされていることを特徴とする保護具。
【請求項２】
　請求項１に記載の保護具において、
　管状部の断面形状は、角に丸みを有している形状であることを特徴とする保護具。
【請求項３】
　請求項１に記載の保護具において、
　管状部の鼻腔外側には、該管状部に連通し、鼻腔外方へ行くほど拡大するように形成さ
れた拡大形状部が設けられていることを特徴とする保護具。
【請求項４】
　請求項１に記載の保護具において、
　管状部の鼻腔外側には、上側口唇と外鼻孔の周縁部との間に接触する接触面部が設けら
れていることを特徴ととする保護具。
【請求項５】
　請求項４に記載の保護具において、
　管状部の中心線と接触面部とのなす角度が１００゜以上１４０゜以下に設定されている
ことを特徴とする保護具。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１つに記載の保護具において、
　左右の外鼻孔にそれぞれ挿入される２つの管状部を備え、
　上記両管状部の間には、上記両外鼻孔の間に接触して該両管状部の挿入方向への移動を
阻止するストッパ部が設けられていることを特徴とする保護具。
【請求項７】
　医療器具を経鼻的に消化器官へ導入する際に用いられる保護具において、
　外鼻孔に挿入された状態で保持される管状部を備え、
　上記管状部には、鼻腔外方へ突出する把持部が設けられていることを特徴とする保護具
。
【請求項８】
　医療器具を経鼻的に消化器官へ導入する際に用いられる保護具において、
　外鼻孔に挿入された状態で保持される管状部と、
　耳に掛けられる掛け部とを備えていることを特徴とする保護具。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１つに記載の保護具において、
　管状部の鼻腔奥側部分には、中鼻道へ向けて湾曲する湾曲部が形成されていることを特
徴とする保護具。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１つに記載の保護具において、
　管状部の鼻腔奥側部分には、切除部が設けられていることを特徴とする保護具。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか１つに記載の保護具において、
　管状部の長さを示すサイズ表示部を備えていることを特徴とする保護具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療器具を経鼻的に消化器官に導入する際に外鼻孔及び鼻腔を保護するため
の保護具に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、消化器官を検査する際、経口的に導入される従来の内視鏡よりも細い経鼻内視鏡
を外鼻孔から鼻腔を介して消化器官に導入することが行われている。経鼻内視鏡によれば
、内視鏡が咽頭部に触れなくなるので咽頭反射（嘔吐反射）が起こらず、患者の負担が軽
減され、さらに、検査中において術者等との会話も可能になる。このように、経鼻内視鏡
は、従来の内視鏡に比べて有用性が高いため、広く普及しつつある。
【０００３】
　また、上記経鼻内視鏡以外にも、鼻腔を介して消化器官へ導入される医療器具がある。
この種の医療器具として、例えば、経口的に栄養物を摂取できない患者に用いられる栄養
カテーテルやＥＤチューブが知られている。これら栄養カテーテル等は、外鼻孔から鼻腔
を介して消化器官まで挿入し留置した状態で、流動状態の栄養物を外部から消化器官へ直
接流し入れるためのものである。
【０００４】
　上記経鼻内視鏡や栄養カテーテル等のような医療器具を消化器官に導入する際には、そ
れらの先端部を外鼻孔から鼻腔に差し入れることになる。このときに、医療器具が外鼻孔
の周縁部に擦れるように当たるとともに、先端部が鼻腔の内壁に当たることがある。こう
なると、患者が、痛みやかゆみ等を感じたりすることがある。
【０００５】
　このことを防止するために、例えば、特許文献１に開示されているような保護具を使用
することが考えられる。この保護具は、外鼻孔から鼻腔に挿入される筒状部を備えており
、筒状部を外鼻孔に挿入した状態で外鼻孔の周縁部に保持されるようになっている。この
特許文献１の保護具を用いることにより、医療器具の先端部を保護具の筒状部に差し入れ
て消化器官に導入することができ、これによって、医療器具が、外鼻孔の周縁部や鼻腔の
内壁に当たり難くなり、患者の痛みやかゆみを軽減できるようになる。
【特許文献１】特開２００６－３２６０６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上述のように医療器具を経鼻的に消化器官へ導入する手技が増え、特許文献
１のような保護具は重要性を増しており、患者への装着感を良好にすることや、使用しや
すさを向上させて、商品性をより一層向上させたいという要求がある。
【０００７】
　本発明は斯かる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、医療器具を
経鼻的に消化器官に導入する際に用いられる保護具の商品性をより一層向上させることに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明では、医療器具を経鼻的に消化器官へ導入
する際に用いられる保護具において、外鼻孔に挿入された状態で保持される管状部を備え
、上記管状部の断面形状は、四角形状とされている構成とする。
【０００９】
　この構成によれば、管状部を外鼻孔に挿入した状態で、医療器具を管状部に通して鼻腔
から消化器官へ導入することが可能になる。これにより、医療器具が、外鼻孔の周縁部や
鼻腔の内壁に当たり難くなって、痛みやかゆみが軽減される。また、人体の外鼻孔の奥側
（鼻腔側）は、一般に、断面が四角形に近い形状をなしているので、管状部の断面形状を
四角形状としたことで、管状部を外鼻孔へ挿入した際に、管状部が外鼻孔に自然に嵌った
状態となり、違和感を感じ難くすることが可能になる。
【００１０】
　また、管状部の断面形状を四角形状としたことで、断面形状が円形状の医療器具を管状
部に通した場合に、管状部内の４つの角部には、医療器具との間に隙間が生じる。これに
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より、医療器具が管状部の内面に密着してしまうのを防止することが可能になる。
【００１１】
　請求項２の発明では、請求項１の発明において、管状部の断面形状は、角に丸みを有し
ている形状である構成とする。
【００１２】
　この構成によれば、管状部を外鼻孔へ挿入した際に、管状部の角の部分が外鼻孔の内壁
を強く圧迫しなくなるので、違和感をより一層感じ難くすることが可能になる。
【００１３】
　請求項３の発明では、請求項１の発明において、管状部の鼻腔外側には、該管状部に連
通し、鼻腔外方へ行くほど拡大するように形成された拡大形状部が設けられている構成と
する。
【００１４】
　この構成によれば、医療器具を管状部に挿入する際に、拡大形状部によって管状部に案
内することが可能になる。
【００１５】
　請求項４の発明では、請求項１の発明において、管状部の鼻腔外側には、上側口唇と外
鼻孔の周縁部との間に接触する接触面部が設けられている構成とする。
【００１６】
　この構成によれば、管状部を外鼻孔に挿入した状態で、接触面部が上側口唇と外鼻孔の
周縁部との間に接触するので、管状部が安定する。
【００１７】
　請求項５の発明では、請求項４の発明において、管状部の中心線と接触面部とのなす角
度が１００゜以上１４０゜以下に設定されている構成とする。
【００１８】
　この構成によれば、接触面部を上側口唇と外鼻孔の周縁部との間に接触させた状態で、
管状部が鼻腔の奥側へ向けて延びるように位置するようになる。
【００１９】
　請求項６の発明では、請求項１から５のいずれか１つの発明において、左右の外鼻孔に
それぞれ挿入される２つの管状部を備え、上記両管状部の間には、上記両外鼻孔の間に接
触して該両管状部の挿入方向への移動を阻止するストッパ部が設けられている構成とする
。
【００２０】
　この構成によれば、２つの管状部を左右の外鼻孔へそれぞれ挿入していくと、ストッパ
部が両外鼻孔の間に接触し、これにより、管状部が挿入方向へ移動しなくなって所定深さ
まで完全に挿入された状態となる。
【００２１】
　請求項７の発明では、医療器具を経鼻的に消化器官へ導入する際に用いられる保護具に
おいて、外鼻孔に挿入された状態で保持される管状部を備え、上記管状部には、鼻腔外方
へ突出する把持部が設けられている構成とする。
【００２２】
　この構成によれば、請求項１の発明と同様に、患者の痛みやかゆみが軽減される。また
、把持部を指で把持することで、管状部を外鼻孔に挿入する処置及び管状部を外鼻孔から
抜く処置を容易にすることが可能になる。
【００２３】
　請求項８の発明では、医療器具を経鼻的に消化器官へ導入する際に用いられる保護具に
おいて、外鼻孔に挿入された状態で保持される管状部と、耳に掛けられる掛け部とを備え
ている構成とする。
【００２４】
　この構成によれば、管状部を外鼻孔に挿入した状態で、掛け部を耳に掛けることで保護
具が安定する。
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【００２５】
　請求項９の発明では、請求項１から８のいずれか１つの発明において、管状部の鼻腔奥
側部分には、中鼻道へ向けて湾曲する湾曲部が形成されている構成とする。
【００２６】
　この構成によれば、医療器具を中鼻道へ案内して消化器官へスムーズに導入することが
可能になる。
【００２７】
　請求項１０の発明では、請求項１から９のいずれか１つの発明において、管状部の鼻腔
奥側部分には、切除部が設けられている構成とする。
【００２８】
　この構成によれば、切除部を切除することで、管状部の長さを短くすることが可能にな
る。
【００２９】
　請求項１１の発明では、請求項１から１０のいずれか１つの発明において、管状部の長
さを示すサイズ表示部を備えている構成とする。
【００３０】
　この構成によれば、保護具を見るだけで管状部の長さを把握することが可能になる。
【発明の効果】
【００３１】
　請求項１の発明によれば、外鼻孔に挿入された状態で保持される管状部の断面形状を四
角形状としたので、管状部を外鼻孔へ挿入した際の装着感を向上させることができ、保護
具の商品性をより一層向上させることができる。また、管状部に円形状の医療器具を通し
た場合には、該医療器具が管状部の内周面に密着するのを防止でき、医療器具をスムーズ
に出し入れすることができる。
【００３２】
　請求項２の発明によれば、管状部の断面形状が角に丸みを有している形状であるため、
管状部を外鼻孔へ挿入した際の装着感をより一層向上させることができる。
【００３３】
　請求項３の発明によれば、管状部の鼻腔外側に、鼻腔外方へ行くほど拡大するように形
成された拡大形状部を設けたので、医療器具を管状部に挿入する処置を容易にすることが
できる。
【００３４】
　請求項４の発明によれば、管状部に、上側口唇と外鼻孔の周縁部との間に接触する接触
面部を設けたので、管状部を外鼻孔に挿入した状態で安定させることができ、医療器具を
管状部に挿入する処置を容易にすることができる。
【００３５】
　請求項５の発明によれば、管状部の中心線と接触面部とのなす角度を１００゜以上１４
０゜以下にしたので、接触面部を上側口唇と外鼻孔の周縁部との間に接触させると、管状
部が鼻腔の奥側へ向けて延びるように位置することになるので、医療器具を管状部によっ
て鼻腔の奥側へ確実に案内することができる。
【００３６】
　請求項６の発明によれば、２つの管状部の間にストッパ部を設けたので、管状部を所定
深さまで確実に挿入できる。
【００３７】
　請求項７の発明によれば、外鼻孔に挿入された状態で保持される管状部に、鼻腔外方へ
突出する把持部を設けたので、管状部を外鼻孔へ挿入する処置及び外鼻孔から抜く処置を
容易にして使用しやすくでき、保護具の商品性をより一層向上させることができる。
【００３８】
　請求項８の発明によれば、外鼻孔に挿入された状態で保持される管状部と、耳に掛けら
れる掛け部とを備えているので、保護具を安定させることができる。これにより、医療器
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具を消化器官に出し入れする際に保護具の管状部が外鼻孔から抜けにくくなり、保護具の
商品性をより一層向上させることができる。
【００３９】
　請求項９の発明によれば、医療器具を中鼻道へ案内して消化器官へスムーズに導入する
ことができ、患者への負担をより一層軽減できる。
【００４０】
　請求項１０の発明によれば、管状部に切除部を設けたので、患者の体格や性別に対応す
るように管状部の長さを短くすることができる。
【００４１】
　請求項１１の発明によれば、管状部の長さを示すサイズ表示部を備えているので、術者
は保護具を見るだけで管状部の長さを把握でき、使用時の利便性を向上させることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。尚、以下の好ましい実施形
態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限すること
を意図するものではない。
【００４３】
　（発明の実施形態１）
　図１は、本発明の実施形態１に係る保護具１の使用状態を示すものである。この保護具
１は、図２～図４に示すように、患者の左右の外鼻孔１００に挿入される左側管状部２及
び右側管状部３と、これら両管状部２、３の間に設けられたストッパ部４と、鼻腔１０１
の外方へ向かって拡大するように形成された拡大形状部５とを備えている。これら左側及
び右側管状部２、３、ストッパ部４及び拡大形状部５は、例えば、ポリウレタン、シリコ
ーンゴム、ポリ塩化ビニール等の柔軟性のある材料を用いて一体成形されている。この材
料としては、生体適合性が良好で、しかも、匂いが殆ど無い樹脂材やゴム材が適しており
、上記した材料に限定されるものではない。
【００４４】
　上記左側管状部２は、図３及び図５に示すように、略直線状に延びている。左側管状部
２の鼻腔１０１内側の端面は、該管状部２の中心線に略直交して延びている。左側管状部
２の断面形状は、図４に示すように、外鼻孔１００の奥側の断面形状に対応する略正四角
形状とされており、従って、左側管状部２は、四角筒状をなしている。また、この左側管
状部２の断面形状は、４つの角にそれぞれ丸みを有している。この丸みは、半径０．５ｍ
ｍ以上１．５ｍｍ以下の円周面で形成されている。左側管状部２の断面の１辺の長さは、
約８ｍｍとされ、また、左側管状部２の肉厚は、約１ｍｍとされている。尚、上記右側管
状部３は、上記左側管状部２と同じものであるため、説明を省略する。
【００４５】
　上記左側及び右側管状部２、３の内径は、成人用としては、１５Ｆｒから１０Ｆｒのカ
テーテルが挿通する大きさが好ましく、また、小児用としては、５Ｆｒから４Ｆｒのカテ
ーテルが挿通する大きさが好ましい。また、左側及び右側管状部２、３の内径は、互いに
異ならせてもよい。また、左側及び右側管状部２、３の内径は、外鼻孔１００の奥側へ行
くほど小さくなるようにしてもよい。
【００４６】
　上記ストッパ部４は、左側管状部２と右側管状部３との間に位置しており、このストッ
パ部４により両管状部２、３が連結されている。図２に示すように、ストッパ部４は、管
状部２、３の鼻腔１０１外側へ向けて湾曲する形状とされている。このストッパ部４が、
左右の外鼻孔１００の間に接触することで、両管状部２、３の挿入方向への移動が阻止さ
れるようになっている。
【００４７】
　また、管状部２、３のストッパ部４から鼻腔１０１内側の端部までの長さは、約２５ｍ
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ｍに設定されている。また、左側管状部２と右側管状部３との隙間は、約７ｍｍに設定さ
れている。尚、上記した各寸法値は、保護具１の使用対象者に合うように変更してもよい
。
【００４８】
　上記拡大形状部５は、左側管状部２及び右側管状部３の鼻腔１０１外側に連続して設け
られており、両管状部２、３に連通して鼻腔１０１外方へ行くほど断面が拡大する漏斗形
状をなしている。拡大形状部５は、患者への装着時に口唇１０２側となる方向に延びる接
触面部５ａを有しており、この接触面部５ａが、図１に示すように、上側口唇１０２ａと
外鼻孔１００の下縁部との間に接触するようになっている。接触面部５ａは、図２に示す
ように、鼻腔１０１内側へ向かって湾曲形成されている。また、接触面部５ａは、図１に
示すように、口唇１０２に近づくほど鼻腔１０１外側に位置するようになっている。接触
面部５ａが上側口唇１０２ａと外鼻孔１００の下縁部との間に接触することで、左側及び
右側管状部２、３を外鼻孔１００に挿入した状態で安定させることが可能になっている。
【００４９】
　図３に示すように、上記接触面部５ａの延びる方向と上記両管状部２、３の中心線との
なす角度αは、１２０゜に設定されている。この角度αは、接触面部５ａを上側口唇１０
２ａと外鼻孔１００との間に接触させたときに、管状部２、３を鼻腔１０１の奥側へ向け
て延びるように位置付けることができる程度の値である。このことを考慮した角度αの値
としては、１００゜以上１４０゜以下の範囲で設定するのが好ましく、より好ましくは１
１５゜以上１２５゜以下の範囲である。
【００５０】
　次に、上記のように構成された保護具１の使用要領について説明する。まず、保護具１
を患者に装着する際には、左側管状部２及び右側管状部３を左右の両外鼻孔１００に挿入
する。両管状部２、３を挿入していくと、ストッパ部４が、両外鼻孔１００の間に接触す
る。これにより、図１に示すように、両管状部２、３がそれ以上挿入方向に移動しなくな
って、両管状部２、３の鼻腔１０１内側の端部が該鼻腔１０１内の中鼻道１０１ａ近傍に
位置し、所定深さまで完全に挿入された状態となる。この状態では、接触面部５ａが上側
口唇１０２ａと外鼻孔１００の下縁部との間に接触する。これにより、管状部２、３が安
定し、鼻腔１０１の奥側へ向けて延びるように位置する。また、管状部２、３の断面形状
を四角形状として外鼻孔１００の奥側の断面形状に対応させたので、管状部２、３を外鼻
孔１００へ挿入した際に、管状部２、３が外鼻孔１００に自然に嵌った状態となり、違和
感を感じ難くすることができる。
【００５１】
　そして、経鼻内視鏡Ａを消化器官Ｂへ導入する際には、経鼻内視鏡Ａの先端部を形状拡
大部５の内方に入れて、例えば、左側管状部２に差し入れていく。内視鏡Ａの先端部は、
左側管状部２を通って中鼻道１０１ａを介して消化器官Ｂに導入される。このように、保
護具１を装着していることによって、内視鏡Ａが外鼻孔１００の周縁部や鼻腔１０１の内
壁に当たり難くなる。尚、経鼻内視鏡Ａを右側管状部３に差し入れてもよい。また、左側
及び右側管状部２、３の一方に経鼻内視鏡Ａを挿入し、他方に他の医療器具を挿入しても
よい。
【００５２】
　また、保護具１を患者から取り外すときには、経鼻内視鏡Ａを保護具１から抜いた後、
左側管状部２及び右側管状部３を外鼻孔１００から抜けばよい。
【００５３】
　以上説明したように、この実施形態１に係る保護具１によれば、経鼻内視鏡Ａを消化器
官Ｂに導入する際に、経鼻内視鏡Ａが外鼻孔１００の周縁部や鼻腔１０１の内壁に当たり
難くなるので、患者の痛みやかゆみを軽減できるようになる。また、管状部２、３の断面
形状を外鼻孔１００の奥側の断面形状に対応させたので、保護具１の装着感を向上させる
ことができ、商品性をより一層向上させることができる。
【００５４】
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　また、管状部２、３の断面形状が角に丸みを有している形状であるため、管状部２、３
を外鼻孔１００へ挿入した際に、管状部２、３の角の部分が外鼻孔１００の内壁を強く圧
迫しなくなり、違和感をより一層感じ難くすることが可能になる。これにより、管状部２
、３を外鼻孔１００へ挿入した際の装着感をより一層向上させることができる。
【００５５】
　また、管状部２、３に、鼻腔１０１外方へ行くほど拡大するように形成された拡大形状
部５を設けたので、経鼻内視鏡Ａを拡大形状部５によって管状部２、３に案内することが
でき、経鼻内視鏡Ａを管状部２、３に挿入する処置を容易にすることができる。
【００５６】
　また、上側口唇１０２ａと外鼻孔１００との間に接触する接触面部５ａを管状部２、３
に設けたので、管状部２、３を外鼻孔１００に挿入した状態で安定させることができ、経
鼻内視鏡Ａを管状部２、３に挿入する処置を容易にすることができる。
【００５７】
　また、接触面部５ａの延びる方向と管状部２、３の中心線とのなす角度αを１００゜以
上１４０゜以下にしたので、接触面部５ａを上側口唇１０２ａと外鼻孔１００との間に接
触させた状態で、管状部２、３を鼻腔１０１の奥側へ向けて延びるように位置付けること
ができ、経鼻内視鏡Ａを鼻腔１０１の奥側へ確実に案内することができる。
【００５８】
　また、２つの管状部２、３の間にストッパ部４を設けたので、管状部２、３を外鼻孔１
００の所定深さまで確実に挿入できる。
【００５９】
　また、管状部２、３の断面形状が四角形状であるため、経鼻内視鏡Ａのような断面形状
が円形状の医療器具を通した場合には、管状部２、３内の４つの角部には、医療器具との
間に隙間が生じる。これにより、医療器具が管状部２、３の内周面に密着してしまうのを
防止でき、医療器具をスムーズに出し入れすることができる。
【００６０】
　（発明の実施形態２）
　図６及び図７は、本発明の実施形態２に係る保護具１を示すものである。この実施形態
２の保護具１は、実施形態１のものに対し把持部１０及びサイズ表示部２０を設けた点で
異なっているだけであり、以下、実施形態１のものと同じ部位には同じ符号を付し、異な
る部分について詳細に説明する。
【００６１】
　すなわち、把持部１０は、管状部２、３の鼻腔１０１外側の端部から鼻腔１０１外方へ
突出する厚肉板状をなしており、管状部２、３に一体成形されている。把持部１０の肉厚
は、両管状部２、３の間隔と略同じに設定されている。また、把持部１０の上側（装着時
に上となる側）の縁部は、図７に示すように、管状部２、３の中心線に沿って略直線状に
延びている。把持部１０の下側（装着時に下となる側）の縁部は、突出方向の先端側（鼻
腔１０１外側）へ行くほど上側に位置するように延びている。従って、把持部１０は、突
出方向先端側へ行くほど上下方向の寸法が短くなっている。
【００６２】
　また、サイズ表示部２０は、把持部１０の外面に設けられている。このサイズ表示部２
０には、左側及び右側管状部２、３の長さが、Ｓ、Ｍ、Ｌで表示されるようになっている
。サイズ表示部２０にＳと表示されていれば、左側及び右側管状部２、３の長さが最も短
く、Ｌと表示されていれば最も長い。したがって、術者は、左側及び右側管状部２、３の
長さを計測することなく、把握することが可能である。尚、サイズ表示部２０には、管状
部２、３を通過可能なカテーテルのサイズ（Ｆｒ）を表示してもよいし、例えば、１、２
、３等の数字、小、中、大等の漢字を表示してもよい。
【００６３】
　次に、上記のように構成された保護具１の使用要領について説明する。まず、保護具１
を患者に装着する際には、把持部１０を指で把持したまま、左側管状部２及び右側管状部
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３を左右の両外鼻孔１００に挿入する。これにより、実施形態１と同様に、保護具１が患
者に装着され、経鼻内視鏡Ａを消化器官Ｂに導入することが可能になる。また、保護具１
を患者から取り外すときには、把持部１０が外鼻孔１００から突出しているので、把持部
１０を容易に把持でき、左側管状部２及び右側管状部３を外鼻孔１００から抜くことがで
きる。
【００６４】
　以上説明したように、この実施形態２に係る保護具１によれば、把持部１０を指で把持
することで、管状部２、３を外鼻孔１００へ挿入する処置及び外鼻孔１００から抜く処置
を容易にして使用しやすくでき、商品性をより一層向上させることができる。
【００６５】
　また、把持部１０を設けたことで、保護具１を患者自身の手で装着することもできる。
【００６６】
　また、サイズ表示部２０を把持部１０に設けたことで、術者が保護具１を見るだけで管
状部２、３の長さを把握でき、使用時の利便性を向上させることができる。このサイズ表
示部２０は、把持部１０以外にも、左側及び右側管状部２、３や拡大形状部５に設けても
よい。
【００６７】
　尚、上記実施形態２では、管状部２、３を直線状に延びる形状としたが、これに限らず
、図８に示す変形例１のように、管状部２、３の鼻腔１０１奥側部分に、中鼻道１０１ａ
へ向けて湾曲する湾曲部２ａを形成してもよい。これにより、経鼻内視鏡Ａを中鼻道１０
１ａへ案内して消化器官Ｂへスムーズに挿入することができ、患者への負担をより一層軽
減できる。
【００６８】
　また、実施形態２において、図９に示す変形例２のように、管状部２、３の鼻腔１０１
奥側部分に切除部２ｂを設けてもよい。この切除部２ｂは、同図（ｂ）に示すように、切
除起点部２ｃを起点にして管状部２の本体部分から取り除かれるものである。切除起点部
２ｃは、管状部２、３の外周面に周方向に延びるように形成された溝で構成されている。
切除部２ｂを切除することで、患者の体格や性別に応じて管状部２、３の長さを短くする
ことができる。上記切除起点部２ｃは、管状部２、３の長手方向に複数個設けてもよい。
こうすることで、管状部２、３の長さを段階的に変えることができる。
【００６９】
　また、上記変形例１、２は、実施形態１の保護具１にも適用可能である。
【００７０】
　（発明の実施形態３）
　図１１及び図１２は、本発明の実施形態３に係る保護具１を示すものである。この実施
形態３の保護具１は、実施形態２のものに対し、掛け部３０を設けた点で異なっているだ
けであり、以下、実施形態２のものと同じ部位には同じ符号を付し、異なる部分について
詳細に説明する。
【００７１】
　すなわち、掛け部３０は、拡大形状部５から左右両側へそれぞれ延出する延出部３１、
３１と、ゴム紐３２、３２とで構成されている。延出部３１、３１は、柔軟性を有してお
り、保護具１を患者に取り付けた状態（図１３に示す状態）で、口唇の上方にそれぞれ接
触するようになっている。図１２に示すように、延出部３１、３１には、貫通孔３１ａ、
３１ａが形成されている。ゴム紐３２、３２は、貫通孔３１ａ、３１ａに通されて該貫通
孔３１ａ、３１ａの周縁部に結びつけられている。ゴム紐３２、３２の長さは、患者の耳
（図１３に示す）に掛けた状態で、保護具１の左側管状部２及び右側管状部３が外鼻孔１
００から抜けないように、保護具１を患者に押し付ける程度の長さに設定されている。
【００７２】
　尚、ゴム紐３２、３２は、延出部３１、３１に接着してもよい。この場合、貫通孔３１
ａ、３１ａは不要になる。また、ゴム紐３２、３２のような伸縮部材を用いることなく、
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伸縮しない部材を耳や頭に結びつけるようにしてもよい。
【００７３】
　次に、上記のように構成された保護具１の使用要領について説明する。まず、保護具１
を患者に装着する際には、実施形態１のものと同様に、左側管状部２及び右側管状部３を
左右の両外鼻孔１００に挿入する。そして、ゴム紐３２、３２を両耳にかける。これによ
り、保持具１が鼻に押し付けられるようになって安定する。その結果、経鼻内視鏡Ａを消
化器官Ｂへ導入する際に、経鼻内視鏡Ａを出し入れしても、それにつられて左側管状部２
及び右側管状部３が外鼻孔１００から抜けてしまうのを防止できる。
【００７４】
　以上説明したように、この実施形態３に係る保護具１によれば、掛け部３０、３０のゴ
ム紐３２、３２を患者の耳に掛けることで、経鼻内視鏡Ａを出し入れする際に、保護具１
を安定させることができ、左側管状部２及び右側管状部３が外鼻孔１００から抜けるのを
防止できる。これにより、保護具１の商品性をより一層向上させることができる。
【００７５】
　上記実施形態３では、ゴム紐３２、３２を患者の耳に掛けるようにしたが、これに限ら
ず、例えば、図１４に示す変形例のように、ゴム紐３２を、両延出部３１、３１を繋ぐよ
うに設け、頭部に掛けるようにしてもよい。また、サイズ表示部２０は省略してもよい。
【００７６】
　また、上記実施形態２の変形例１、２は、実施形態１、３の保護具１にも適用可能であ
る。
【００７７】
　また、上記実施形態２のサイズ表示部２０は、実施形態１の保護具１の管状部２、３や
拡大形状部５に設けることができ、また、実施形態３の保護具１の管状部２、３や、拡大
形状部５、把持部１０に設けることもできる。
【００７８】
　また、上記実施形態１～３では、経鼻内視鏡Ａを消化器官Ｂに導入する場合について説
明したが、本発明は、栄養カテーテルやＥＤチューブを始めとする各種カテーテル、切除
具、内視鏡用の光源、吸引具等を導入するのに適用することができる。また、これら医療
器具のうち複数を左側及び右側管状部２、３に同時に通して消化器官Ｂに導入することも
できる。
【００７９】
　また、保護具１には、抗菌コーティングを施すようにしてもよい。この抗菌コーティン
グとしては、例えば、２－メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリンポリマー（ＭＰ
Ｃポリマー）コーティングが好ましい。ＭＰＣポリマーとしては、日本油脂株式会社製の
Ｌｉｐｉｄｕｒｅ－ＣＲ１７０１、Ｌｉｐｉｄｕｒｅ－ＣＲ１７０２、Ｌｉｐｉｄｕｒｅ
－ＢＧ、Ｌｉｐｉｄｕｒｅ－ＣＭ０２０３、Ｌｉｐｉｄｕｒｅ－ＣＭ５２０６、Ｌｉｐｉ
ｄｕｒｅ－ＣＭ５２０６Ｅ、Ｌｉｐｉｄｕｒｅ－ＣＭ５２０８Ｅ等が挙げられる。これら
ＭＰＣポリマーは、生体適合性がよく、しかも、抗菌性が高い。ＭＰＣポリマーのコーテ
ィングを施す際には、ＭＰＣポリマーの水溶液に保護具１を浸して加熱吸着処理を行うの
が好ましいが、これ以外の方法で処理するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　以上説明したように、本発明に係る保護具は、例えば、内視鏡や栄養カテーテル等を経
鼻的に消化器官に導入する場合に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】実施形態１に係る保護具の使用状態を説明する図である。
【図２】保護具を下側（装着状態における口唇側）から見た図である。
【図３】保護具の左側面図である。
【図４】図３のIV－IV線における断面図である。
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【図５】図２のV－V線における断面図である。
【図６】実施形態２に係る保護具を上側（装着状態における鼻尖側）から見た図である。
【図７】実施形態２に係る保護具の右側面図である。
【図８】実施形態２に係る保護具の使用状態を説明する図である。
【図９】実施形態２の変形例１に係る図７相当図である。
【図１０】実施形態２の変形例２に係る図７相当図であり、（ａ）は、切除部を切除する
前の状態を示し、（ｂ）は、切除部を切除した状態を示している。
【図１１】実施形態３に係る保護具の図６相当図である。
【図１２】実施形態３に係る保護具の図４相当図である。
【図１３】実施形態３に係る図８相当図である。
【図１４】実施形態３の変形例に係る図８相当図である。
【符号の説明】
【００８２】
１　　　　　　　保護具
２、３　　　　　管状部
４　　　　　　　ストッパ部
５　　　　　　　拡大形状部
５ａ　　　　　　接触面部
１０　　　　　　把持部
１００　　　　　外鼻孔
１０１　　　　　鼻腔
１０１ａ　　　　中鼻道
１０２　　　　　口唇
１０２ａ　　　　上側口唇
Ａ　　　　　　　経鼻内視鏡
Ｂ　　　　　　　消化器官
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